
 

中小通算法人の判定 

 

１ 法人税率の軽減措置 

通算法人のうち中小通算法人に対しては、軽減対象所得金額（※１）以下の金額について軽減税率（19％）

が適用されます（法 66⑥）。通算法人である普通法人が中小通算法人に該当するかどうかは、次により判定す

ることができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（※１）軽減対象所得金額とは、次の算式により計算した金額をいいます（法 66⑦）。以下２において同じです。

すなわち、年 800 万円を通算グループ内の各中小通算法人の所得金額の比であん分した金額となります。 

 

年 800 万円 ×  

 

 
（※２）大法人とは、次のイ～ハの法人をいいます。 

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

その中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額 

その中小通算法人の当該各事業年度の所得の金額及び当該各事業年度
終了の日においてその中小通算法人との間に通算完全支配関係がある
他の中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

４ 他の通算法人のうちいずれかの法人が当期末において「２」の⑴から⑶までの

法人に該当するか（法 66⑥二） 

通算法人である普通法人（判定対象法人） 

１ 当期末における資本金の額又は出資金の額が１億

円を超えるか（法 66⑥一） 

２ 当期末において次の法人に該当するか（法 66⑥二） 

⑴ 相互会社（法 66⑤一） 

⑵ 大法人（※２）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人（法 66⑤二） 

⑶ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を

当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該

いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときの当該普通法人（⑵の法人を除きます。）（法 66⑤三） 
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ＹＥＳ 

ＮＯ 

３ 他の通算法人のうちいずれかの法人（普通法人に限りません。）の当期末

における資本金の額又は出資金の額が１億円を超えるか（法 66⑥一） 

ＮＯ 



 

   ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。） 
   ハ 受託法人 

（※３）判定対象法人である通算法人が中小通算法人に該当するかどうかの判定は、その通算法人及び他の通算

法人の適用事業年度（その通算法人が法人税率の軽減措置の適用を受けようとする事業年度をいいます。）

終了の時の現況により判定します。通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法

人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における判定についても同様です（法基通 16－５－

３）。 

（※４）判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する場合には、

その通算法人は大通算法人となります（法 66⑥二）。 

 

２ 軽減税率の特例措置 

  中小通算法人に対しては、軽減対象所得金額以下の金額について軽減税率の特例措置（15％）が適用され

ます。ただし、その中小通算法人が適用除外事業者（※）に該当する場合には、この特例措置は適用されま

せん。また、その中小通算法人が適用除外事業者に該当しない場合でも、通算グループ内の他の通算法人の

うちいずれかの法人が適用除外事業者に該当するときには、この特例措置は適用されません（措法 42 の３の

２①）。 

（※）適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前３年以内に終了した各事業年度（以下「基準年度」とい

います。）の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに 12を乗じて計算した金額（設

立後３年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付の規定の適用があったこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度にお

いて通算法人に該当すること等の事由がある場合には、その計算した金額につきその事由の内容に応じ調

整を加えた金額となります。）が 15億円を超える法人をいいます（措法 42の４⑲八）。以下３において同

じです。 
 

３ 通算親法人が協同組合等である場合の軽減税率の適用 

 ⑴ 通算親法人である協同組合等の課税関係 

   通算親法人である協同組合等に対しては、グループ通算制度を適用しない場合と同じ軽減税率（19％）

が適用され（法 66③）、軽減対象所得金額（※）以下の金額については軽減税率の特例措置（15％）が適

用されます（措法 42 の３の２①③二）。 

   なお、通算親法人である協同組合等に対する軽減税率の特例措置は、通算グループ内の他の通算法人が

適用除外事業者に該当する場合でも適用されます。 

（※）軽減対象所得金額とは、次の算式により計算した金額をいいます（措法 42 の３の２③二）。 

 

年 800 万円 ×  

 

 

 ⑵ 通算子法人である普通法人の課税関係 

   通算子法人である普通法人に対する課税関係は、「１」及び「２」と同様です。 

   なお、「１（※１）」の軽減対象所得金額の計算における「他の中小通算法人」には、通算親法人である協

同組合等が含まれます（措法 42 の３の２③三）。 

その協同組合等の当該各事業年度の所得の金額 

その協同組合等の当該各事業年度の所得の金額及び当該各事業年度終
了の日においてその協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の
中小通算法人の同日に終了する事業年度の所得の金額の合計額 



 

通算法人における特定同族会社の判定 

 

通算法人である被支配会社（※１）が法人税法第 66 条第６項に規定する大通算法人である場合には、その通

算法人である被支配会社は特定同族会社（法 67①）に該当することとなるため、特定同族会社の特別税率の規定

が適用されます。通算法人である被支配会社が大通算法人に該当して特定同族会社に該当するかどうかは、次に

より判定することができます。 

 

 

（※１）被支配会社とは、会社（投資法人を含みます。）の株主等（その会社が自己の株式又は出資を有する場合

のその会社を除きます。）の１人並びにこれと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又

は出資（その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。）の総数又は総額の 100 分の 50 を超える数又

は金額の株式又は出資を有する場合等におけるその会社をいいます（法 67②、令 139 の７）。 

なお、被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに被支配会社

でない法人がある場合には、その法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定することになりま

す（法 67①）。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

４ 他の通算法人のうちいずれかの法人が当期末において「２」の⑴又は⑵の法人

に該当するか（法 66⑥二） 

通算法人である被支配会社（判定対象法人） 

１ 当期末における資本金の額又は出資金の額が１億

円を超えるか（法 66⑥一） 

２ 当期末において次の法人に該当するか（法 66⑥二） 

⑴ 大法人（※２）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人（法 66⑤二） 

⑵ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を

当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該

いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときの当該普通法人（⑴の法人を除きます。）（法 66⑤三） 

中 小 通 算 法 人（特定同族会社に該当しない） 

大    

通    

算    

法   

人 

（ 

特

定

同

族

会

社

に

該

当

す

る

） 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

判
定
対
象
法
人
の
ス
テ
ー
タ
ス
判
定 

他
の
通
算
法
人
の
ス
テ
ー
タ
ス
判
定 

３ 他の通算法人のうちいずれかの法人の当期末における資

本金の額又は出資金の額が１億円を超えるか（法 66⑥一） 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

( 

( 



 

（※２）大法人とは、次のイ～ハの法人をいいます。 

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

   ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。） 

   ハ 受託法人 

（※３）判定対象法人である通算法人が大通算法人に該当するかどうかの判定は、その通算法人及び他の通算法

人の判定事業年度（その通算法人が特定同族会社の特別税率の規定の適用を受けるかどうかの判定をしよ

うとする事業年度をいいます。）終了の時の現況により判定します。通算親法人の事業年度の中途におい

て通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における判定につ

いても同様です。 

（※４）判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する場合には、

その通算法人は大通算法人となり（法 66⑥二）、特定同族会社に該当することとなります（法令 14の６⑥

による読替え後の法 67①）。 

（※５）適用除外事業者の判定は必要ありません。 



 

欠損金の繰越しに係る中小通算法人の判定 

 

通算法人である普通法人が法人税法第 66 条第６項に規定する中小通算法人である場合には、その通算法人で

ある普通法人は法人税法第 57条第 11 項第１号に規定する中小法人等に該当するため、欠損金の損金算入限度額

は各事業年度の所得の金額（所得の金額の 100％相当額）となります（法 57①、⑪一）（※１）。通算法人が中小

通算法人（中小法人等）に該当するかどうかは、次により判定することができます。 

 

 

 

（※１）通算法人である協同組合等における欠損金の損金算入限度額は、各事業年度の所得の金額（所得の金額

の 100％相当額）となります（法 57⑪一ロ）。 

    なお、通算法人における欠損金の繰越控除の規定の適用については、欠損金の通算（法 64 の７）によ

り算出される損金算入限度超過額を踏まえた損金算入額となります（法 64の７①三）。 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

５ 他の通算法人のうちいずれかの法人が当期末において「３」の⑴から⑶までの

法人に該当するか（法 66⑥二） 

通算法人である普通法人（判定対象法人） 

２ 当期末における資本金の額又は出資金の額が１億

円を超えるか（法 57⑪一イ、66⑥一） 

３ 当期末において次の法人に該当するか（法 66⑥二） 

⑴ 相互会社（法 66⑤一） 

⑵ 大法人（※２）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人（法 66⑤二） 

⑶ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を

当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該

いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときの当該普通法人（⑵の法人を除きます。）（法 66⑤三） 

中 小 通 算 法 人（中小法人等に該当する） 
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４ 他の通算法人のうちいずれかの法人（普通法人に限りません。）の当期

末における資本金の額又は出資金の額が１億円を超えるか（法 66⑥一） 

ＮＯ 

１ 資本又は出資を有しない法人に該当するか（法 57⑪一イ） 
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（※２）大法人とは、次のイ～ハの法人をいいます。 

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

   ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。） 

   ハ 受託法人 

（※３）判定対象法人である通算法人が中小通算法人に該当するかどうかの判定は、その通算法人及び他の通算

法人の判定事業年度（その通算法人が欠損金の繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度をいいま

す。）終了の時の現況により判定します。通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った

通算法人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における判定についても同様です。 

（※４）判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する場合には、

その通算法人は大通算法人となります（法 66⑥二）。 

（※５）適用除外事業者の判定は必要ありません。 

 
 



 

貸倒引当金の損金算入に係る中小通算法人の判定 

 

１ 貸倒引当金の損金算入 

通算法人である普通法人が法人税法第 66 条第６項に規定する中小通算法人である場合には、その通算法人

である普通法人は、法人税法第 52 条の規定により一定の額を限度として貸倒引当金勘定に繰り入れた金額を

損金算入することができる同条第１項第１号に規定する法人（以下「中小法人等」といいます。）に該当します

（法 52①②）。通算法人が中小通算法人（中小法人等）に該当するかどうかは、次により判定することができ

ます。 

 

 

 

（※１）大法人とは、次のイ～ハの法人をいいます。 

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

５ 他の通算法人のうちいずれかの法人が当期末において「３」の⑴から⑶までの

法人に該当するか（法 66⑥二） 

通算法人である普通法人（判定対象法人） 

２ 当期末における資本金の額又は出資金の額が１億

円を超えるか（法 52①一イ、66⑥一） 

３ 当期末において次の法人に該当するか（法 66⑥二） 

⑴ 相互会社（法 66⑤一） 

⑵ 大法人（※１）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人（法 66⑤二） 

⑶ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を

当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該

いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係

があることとなるときの当該普通法人（⑵の法人を除きます。）（法 66⑤三） 

中小通算法人（中小法人等に該当する） 
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４ 他の通算法人のうちいずれかの法人（普通法人に限りません。）の当期末

における資本金の額又は出資金の額が１億円を超えるか（法 66⑥一） 

ＹＥＳ 

ＮＯ 

ＮＯ 

１ 資本又は出資を有しない法人に該当するか（法 52①一イ） 
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   ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。） 

   ハ 受託法人 

（※２）通算法人である協同組合等については、法人税法第 52 条の規定により一定の額を限度として貸倒引当

金勘定に繰り入れた金額を損金算入することができます（法 52①一ロ）。 

（※３）判定対象法人である通算法人が中小通算法人に該当するかどうかの判定は、その通算法人及び他の通算

法人の判定事業年度（その通算法人が貸倒引当金の規定の適用を受けようとする事業年度をいいます。）

終了の時の現況により判定します。通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法

人のその効力を失った日の前日に終了する事業年度における判定についても同様です。 

（※４）判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する場合には、

その通算法人は大通算法人となります（法 66⑥二）。 

 

２ 法定繰入率を適用することができる場合 

  通算法人である普通法人にあっては、中小法人等に該当する場合には、一括評価金銭債権に係る貸倒引当

金の繰入限度額の計算において法定繰入率を適用することができます（措法 57の９①、措令 33 の７④）。た

だし、その中小法人等が適用除外事業者（※１）に該当する場合には、この特例は適用されません。また、

その中小法人等が適用除外事業者に該当しない場合でも、通算グループ内の他の通算法人のうちいずれかの

法人が適用除外事業者に該当するときには、この特例は適用されません（措法 57 の９①）。 

（※１）適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前３年以内に終了した各事業年度（以下「基準年度」とい

います。）の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに 12を乗じて計算した金額（設

立後３年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき欠損金の繰戻しによる還

付の規定の適用があったこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度にお

いて通算法人に該当すること等の事由がある場合には、その計算した金額につきその事由の内容に応じ調

整を加えた金額となります。）が 15億円を超える法人をいいます（措法 42の４⑲八）。 
（※２）通算法人である協同組合等については、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算におい

て法定繰入率を適用することができます（法 52①一ロ、措法 57の９①）。 



 

交際費等の損金不算入（定額控除限度額の特例）における中小法人等の判定 

 

通算法人が中小法人等に該当する場合、交際費等の損金算入限度額の計算における定額控除限度額の特例の

適用上、通算定額控除限度分配額を定額控除限度額として適用することとされています（措置法61の４③二）。

この中小法人等に該当するかどうかは、次により判定することができます。 
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ＹＥＳ 

ＮＯ 

Ｙ
Ｅ
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Ｙ
Ｅ
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Ｙ
Ｅ
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ＮＯ 

ＮＯ 

１ 資本又は出資を有しない法人か 

２ 当期末における貸借対照表上

の簿価純資産価額の 100 分の

60 に相当する金額が１億円を

超えるか（措置法令 37 の４①

一） 

ＮＯ 

ＹＥＳ 

中 小 法 人 等 

非 

中 

小 

法 

人 

等 

３ 当期末において次の法人に該当するか（措置法 6１の４②一） 

⑴ 大法人（※１）との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人（法 66⑤二） 

⑵ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全

ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の

法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなると

きの当該普通法人（⑴の法人を除きます。）（法 66⑤三） 

２ 当期末における資本金の額又は出資金の額が

１億円を超えるか（措置法 61 の４②） 

Ｙ
Ｅ
Ｓ 

通算法人である協同組合等又は普通法人（判定対象法人） 

判
定
対
象
法
人
の
ス
テ
ー
タ
ス
判
定 

他
の
通
算
法
人
の
ス
テ
ー
タ
ス
判
定 

ＮＯ 

５ 他の通算法人のうちいずれかの法人が当期末において上記３の⑴又は⑵の法人に該当する

か（措置法 61 の４②二ロ） 

ＮＯ 

４ 他の通算法人のうちいずれかの法人（普通法人に限りません。）が当期末における資本金の

額又は出資金の額（※２）が１億円を超えるか（措置法 61 の４②二イ、措置法令 37 の４

②） 



 

（※１）大法人とは、次のイ～ハの法人をいいます（法法 66⑤二）。 

イ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

   ロ 相互会社（外国相互会社を含みます。） 
   ハ 受託法人 

（※２）他の通算法人が資本又は出資を有しない通算親法人である場合には、判定対象法人である通算法人の適

用年度（その通算法人が措置法第 61 条の４に規定する交際費等の損金不算入の適用を受ける事業年度を

いいます。以下同じです。）終了の日以前に最後に終了した当該他の通算法人の事業年度終了の日におけ

る簿価純資産価額（当該適用年度終了の日以前に終了した当該他の通算法人の事業年度がない場合には、

当該他の通算法人の設立の日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から総負債の帳簿

価額を控除した金額）の 60％相当額とします。 

（※３）判定対象法人である通算法人が中小法人等に該当するかどうかの判定は、他の通算法人の適用年度終了

の日の現況により判定します。通算親法人の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人の

その効力を失った日の前日に終了する事業年度における判定についても同様です（措通 61 の 4(2)－8）。 

（※４）判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する場合には、

その通算法人は大通算法人となり（法 66⑥二）、中小法人等には該当しないこととなります（措令１の２

③による読替え後の措法 61 の４②）。 

（※５）適用除外事業者の判定は必要ありません。 



 

通算法人が中小企業向け租税特別措置の適用を受ける場合の中小企業者判定等 
 

租税特別措置法には、「中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除」のように中小企業者等の

みが適用を受けることができる規定など、中小企業者等に対して異なる取扱いがされる租税特別措置（税

額控除や特別償却等）が設けられています。 

以下の別表に対応する各租税特別措置については、その適用を受けようとする通算法人が中小企業者等

に該当する場合には異なる取扱いがされます（中小企業者の判定については「１」をご確認ください。）。 

なお、各租税特別措置の適用を受けようとする通算法人が中小企業者に該当する場合であっても、その

通算法人が適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するときには、各租税特別措置の適用関係が異

なることとなります（詳細については「２」及び「４」をご確認ください。）。 

また、通算親法人が農業協同組合等である場合の取扱いについては、「３」をご確認ください。 

（※）法人税の軽減税率の特例措置、貸倒引当金の繰入限度額の計算における法定繰入率及び交際費等の

損金算入限度額の計算における定額控除限度額の特例の適用については「中小通算法人の判定」、「貸

倒引当金の損金算入に係る中小通算法人の判定」及び「交際費等の損金不算入（定額控除限度額の特

例）における中小法人等の判定」をご参照ください。 

１ 通算法人における中小企業者の判定 

上記表の別表に対応する各租税特別措置を適用する上で通算法人が「中小企業者」に該当するかどう

かは、次の判定フロー及び判定表により判定することができます。すなわち、通算グループ内の法人のう

ちいずれかの法人が中小企業者に該当しない場合には、その通算グループ内の法人の全てが中小企業者

に該当しないこととなります。 

  

別表番号 別 表 名 

六(九) 一般試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

六(十) 中小企業者等の試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

六(十四) 特別試験研究費に係る法人税額の特別控除に関する明細書 

六(十八) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

六(二十二) 
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の

特別控除に関する明細書 

六(二十三) 
地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する

明細書 

六(二十七) 
中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明

細書 

六(三十一) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

六(三十二) 
認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細

書 

六(三十三) 事業適応設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 
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又 は 出 資 金 の 額 (i)

ｅ ｌ
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⇒「中小企業者」
非該当

株 式 数 又 は
出 資 金 の 額

判 定 対 象 法 人 又 は 他 の 通 算 法 人 が 中 小 企 業 者 に 該 当 す る か の 判 定 表 



 

 「大規模法人の保有する株式数等の明細ｉ～ｎ」の各欄は、判定対象法人又は他の通算法人の株主

等のうち大規模法人について、その所有する株式数又は出資金の額の最も多いものから順次記載しま

す。 

(※１)大規模法人とは、次のイ～ハの法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 

イ 資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人 

ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人 

ハ 次の(ｲ)又は(ﾛ)の法人 

(ｲ) 大法人（次のＡ～Ｃの法人をいいます。）との間にその大法人による完全支配関係がある普通法

人 

Ａ 資本金の額又は出資金の額が５億円以上である法人 

Ｂ 相互会社及び外国相互会社のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人 

Ｃ 受託法人 

(ﾛ) 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての

大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において、そのいずれか一の法人と

その普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普

通法人（(ｲ)の法人を除きます。） 

  (※２)判定対象法人である通算法人が中小企業者に該当するかどうかの判定は、その通算法人及び   

他の通算法人の適用事業年度等（その通算法人が別表六(十)など各別表に対応する各租税特別措

置の適用を受けようとする事業年度をいいます。）終了の時の現況により判定します。通算親法人

の事業年度の中途において通算承認の効力を失った通算法人のその効力を失った日の前日に終了

する事業年度における判定についても同様です（措通42の４(３)－１等）。 

(※３)判定対象法人である通算法人又は他の通算法人のうち、いずれかの法人が受託法人に該当する

場合には、その通算法人は中小企業者に該当しません（措令１の２③）。 

 

２ 通算法人である中小企業者が適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当する場合の適用関係 

⑴ 次の租税特別措置の適用関係 

イ 研究開発税制 

通算法人である中小企業者が上記の別表六(九)、別表六(十)及び六(十四)に対応する各租税特別措

置を適用しようとする場合（３の場合を除きます。）において、その中小企業者が適用除外事業者（※

１）（通算加入適用除外事業者(※２)を除きます。）に該当するときは、別表六(十)に対応する租税特

別措置の適用を受けることはできず、別表六(九)及び六(十四)に対応する各租税特別措置については、

それぞれの規定の適用を受けることができるか否かの判定（通算法人の特定税額控除規定の不適用措

置の判定（措法42の13⑤⑦））が必要となります。 

また、その中小企業者が適用除外事業者に該当しない場合でも、通算グループ内の他の通算法人の

うちいずれかの法人が適用除外事業者（通算加入適用除外事業者を除きます。）に該当するとき（す

なわち、その中小企業者が通算適用除外事業者(※３)に該当するとき）は、上記と同様に別表六(十)

に対応する租税特別措置の適用を受けることはできず、別表六(九)及び六(十四)に対応する各租税特

別措置については、それぞれの規定の適用を受けることができるか否かの判定が必要となります。 

  ロ 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、

認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除又は事業適応設備を取得

した場合等の法人税額の特別控除 

通算法人である中小企業者が別表六(二十二)、別表六(三十二)及び別表六(三十三)に対応する各租

税特別措置を適用しようとする場合において、その中小企業者が適用除外事業者又は通算適用除外事

業者に該当するときは、これらの各租税特別措置については、それぞれの規定の適用を受けることが

できるか否かの判定（通算法人の特定税額控除規定の不適用措置の判定（措法42の13⑤））が必要と

なります。 

 

⑵ ⑴以外の租税特別措置の適用関係 

通算法人である中小企業者が次に掲げる別表に対応する各租税特別措置を適用しようとする場合に

おいて、その中小企業者が適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するときは、それぞれ次に定

める適用関係となります。 

 イ 別表六（十八）及び別表六（二十七） これらの各租税特別措置の適用を受けることはできません。 

 ロ 別表六（二十三） 中小企業者向けに緩和された対象設備の取得価額に係る要件に基づきこの租

税特別措置の適用を受けることはできません。 



 

 ハ 別表六（三十一） この租税特別措置における中小企業者向け特例措置の適用を受けることはで

きません。 

（※１）適用除外事業者については、４をご確認ください。 

（※２）通算加入適用除外事業者とは、通算法人である法人の上記の各別表に対応する各租税特別措置の

適用を受けようとする事業年度終了の日を含む当該法人に係る通算親法人の事業年度開始の日以後

に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなった一定の適用除外事業者をいいま

す（措法42の４⑲八の二、措令27の４○31）。 

 (※３）通算適用除外事業者とは、通算法人である法人の上記の各別表に対応する各租税特別措置の適用

を受けようとする事業年度終了の日においてその通算法人である法人との間に通算完全支配関係が

ある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者（通算加入適用除外事業者を除きます。）

に該当する場合におけるその通算法人である法人をいいます（措法42の４⑲八の二）。 

 

３ 通算親法人が農業協同組合等である通算グループにおける研究開発税制の適用関係 

上記の別表六(九)、別表六(十)及び六(十四)に対応する各租税特別措置の適用を受ける通算法人に係

る通算親法人である農業協同組合等が⑴の中小通算農業協同組合等に該当する場合には、通算グループ

全体でこれらの租税特別措置の適用を受けることができます。通算親法人及び通算子法人の具体的な適

用関係は次のとおりです。 

⑴ 通算親法人である農業協同組合等の適用関係 

通算親法人である農業協同組合等（※１）の各事業年度終了の日においてその農業協同組合等との間

に通算完全支配関係がある他の通算法人（通算子法人）の全てが次のいずれにも該当しない場合（すな

わち通算親法人である農業協同組合等が「中小通算農業協同組合等」に該当する場合）には、別表六(九)

及び六(十四)は特定税額控除規定の不適用措置の判定をする必要はありません（措法42の４④、42の

13⑤⑦、措令１の２③、27の４①）。 

① 資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人 

② 適用除外事業者（通算加入適用除外事業者を除きます。） 

③ 受託法人 

(※１) 農業協同組合等とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合であ

る商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業

組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林

組合並びに森林組合連合会をいいます（措法42の４⑲九）。 

 

⑵ 上記⑴の中小通算農業協同組合等を通算親法人とする通算子法人の適用関係 

通算子法人の各事業年度（その通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに

限ります。）終了の日においてその通算親法人が上記⑴の中小通算農業協同組合等に該当する場合には、

その通算子法人が租税特別措置法第42条の４第19項第７号の中小企業者に該当しないとき又は通算親

法人である中小通算農業協同組合等が適用除外事業者に該当するときであっても、別表六(九)及び六

(十四)は特定税額控除規定の不適用措置の判定をする必要はありません（措法42の４④、42の13⑤⑦、

措令27の４②、27の13⑨）。 

 

４ 適用除外事業者の判定 

適用除外事業者とは、上記の各別表に対応する各租税特別措置の適用を受けようとする法人（以下「判

定法人」といいます。）のその事業年度（以下「判定対象年度」といいます。）開始の日前３年以内に終了

した各事業年度（以下「基準年度」といいます。）の所得金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除

し、これに12を乗じて計算した金額（次の①～④に掲げる事由がある場合には、その計算した金額に一定

の調整を加えた金額）が15億円を超える法人をいいます（措法42の４⑲八、措令27の４㉖～㉚）。 

したがって、次の①～④に掲げる事由に該当することがなければ、単純に、各基準年度の所得金額の合

計額を各基準年度の合計月数で除し、12を乗じて計算した金額が15億円を超えるかどうかで判定するこ

ととなります。 

① 判定法人の判定対象年度に係る各基準年度で欠損金の繰戻しによる還付の規定の適用があったこ

と【２号】 

② 判定法人が特定合併等に係る合併法人等に該当すること【３号】 

(注1)特定合併等とは、法人を設立する合併等（合併、分割、現物出資、事業の譲受け又は特別の法

律に基づく承継）で事業を移転するもののうち、判定対象年度開始の日から起算して３年前の日

（以下「基準日」といいます。）から判定対象年度開始の日までの間に行われたものなど事業を



 

非該当

各基準年度
の月数

3

月

4

5

6

7

8

9

合併等調整額

計
 ＋ 

平均所得金額
 ／３

適用除外事業者の判定
（ 又は ＞15億円）

円

2

 に対する法人税の額に係る欠損金

の繰戻し還付の金額の計算の基礎と

なった欠損金相当額〇〇〇〇

円

該当・非該当

基準年度の平均所得金額
(((1の計)－(2の計)）／(3の計)）×12

(1の計)－(2の計)
（(3の計)＞36の場合には、

(((1の計)－(2の計)）／(3の計))×36の金額）

計

適 用 除 外 事 業 者 の 判 定 表

不要　・　要（措置法令第27条の４第26項第（　）号）調整計算の要否

・　　　・
・　　　・
・　　　・

・　　　・

1

事業年度

基

準
年

度

・　　　・

・　　　・
・　　　・
・　　　・
・　　　・
・　　　・

各基準年度の所得金額

（別表一｢１｣等）

（マイナスの場合は０）

・　　　・

・　　　・

円

設立の日の翌日以後３年を経過していない場合

行う法人を変更させる一定の合併等や、調整対象法人（判定法人に係る通算親法人の事業年度開

始の時においてその通算親法人との間に通算完全支配関係があった法人のうち適用除外事業者

に該当するもの）を被合併法人とする合併で、判定法人に係る通算親法人の事業年度開始の日の

翌日から判定対象年度終了の日までに行われたものをいいます（措令27の４㉘一）。 

(注2)一定の方法により特定合併等に係る被合併法人等の設立の日をその合併法人等の設立の日とみ

なしたとしても、判定対象年度開始の日において判定法人がその設立の日の翌日以後３年を経過

していないこととなる場合には②の調整事由から除かれます（措令27の４㉖三）。 

③ 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において公益法人等又は

内国法人である人格のない社団等に該当していたこと【４号】 

④ 判定法人が外国法人であること【５号】 

適用除外事業者に該当するかどうかは、次表により判定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

イ 調整計算が「不要」となる場合には、「((1の計)／(3の計))×12」の金額を「基準年度の平均所得金

額４」欄に記載し、「適用除外事業者の判定９」欄において適用除外事業者の判定を行います。 

ロ 判定法人の判定対象年度開始の日において判定法人の設立の日（公益法人等など一定の法人につい

ては、新たに収益事業を開始した日など一定の日（措令27の４㉖一））の翌日以後３年を経過していな

い場合には、適用除外事業者に該当しません。ただし、上記②の事由に該当する場合は、②の(注2)に

該当するときに限られますので御注意ください（措令27の４㉖三、㉗一）。 

ハ 上記①～④の事由に該当する場合には、「調整計算の要否」の「要（措置法令第27条の４第26項第（ ）

号）」欄に該当する号（上記①～④の【 】の号）を記載します（複数の号に該当する場合は全て記載

します。）。この場合、基準年度の平均所得金額に一定の調整を加えて計算した金額（「５」から「８」

までの各欄）により適用除外事業者の判定を行うことになりますので御注意ください。 

ニ 「合併等調整額６」には、租税特別措置法施行令第27条の４第27項第３号から第５号までに規定する

合併等調整額を記載します。 

（※）連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、適用除外事業者の判定に係る次の経過措置が

定められています。 

① 上記ニの合併等調整額の計算において、被合併法人等が連結法人に該当していた期間についての

基準年度の平均所得金額の調整計算について、令和２年改正前の租税特別措置法施行令第27条の４

第23項第３号ロ に規定する被合併事業年度の連結所得の金額は租税特別措置法施行令第27条の４

第27項第３号ロ に規定する被合併事業年度の所得の金額とみなす等、一定の規定が定められてい

ます（令和２年６月改正法令等附則43③）。 

② 判定法人が基準日から判定対象年度開始の日の前日までのいずれかの時において連結法人に該当

していた場合における基準年度の平均所得金額の調整計算について、その連結法人に該当していた

期間に係る一定の規定が定められています（令和２年６月改正法令等附則43④）。 

 


